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住宅市街地の開発整備の方針の都市計画変更について 

 

1 概要 

（１）住宅市街地の開発整備の方針は、都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の構想の明

確な位置付けを行うことで、住宅市街地にかかわる土地利用、市街地開発事業及び都市

施設等の都市計画を一体的に行い、個々の関連事業の効果的な実施や、民間の建築活動

等を適切に誘導することを目的として定める都市計画である。 

（２）東京都より平成２７年に都市計画決定した住宅市街地の開発整備の方針を変更するた

め、都市計画法第１８条第１項に基づき、区へ意見照会があった。 

  （別紙、参考資料第１号） 

 

 

 

 

  

令和４年６月１３日 

豊都計審諮問第１２５号 資料第１号 

図 各上位計画の位置付け及び役割 



2 

 

２ 変更点 

（１） 重点地区の改定について 

① 豊．４ 染井霊園周辺地区（一部除外） 

② 豊．５ 東池袋四・五丁目地区（追加） 

③ 豊．１２ 南池袋二丁目地区、豊．１５ 雑司が谷・南池袋地区（一部除外、整理

・統合） 

④ 豊．１６ 大塚駅周辺地区」（新規追加） 

⑤ 豊．１７ 巣鴨駅周辺地区」（新規追加） 

⑥ 豊．１８ 駒込駅周辺地区」（新規追加） 

（別紙、参考資料第２号） 

（２） 「別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要」の改定について 

① 地区区分 

② ａ「地区の整備又は開発の目標」 

③ ｂ「用途、密度に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要」 

④ ｃ「都市施設及び地区施設の整備の方針」 

⑤ ｄ「実施予定の面的整備事業等の計画の概要及び決定又は変更予定」 

（別紙、参考資料第３号） 

 

３ スケジュール 

令和３年６月 東京都から都市計画変更に向けた原案資料の作成依頼（都市計画法第 

１５条の２第２項）【都→区】 

    ８月 豊島区都市計画審議会へ都市計画原案資料を書面通知【区】 

９月 都市計画原案資料を東京都へ提出（都市計画法第１５条の２)【区→都】 

１１月 豊島区都市計画審議会に報告【区】 

    豊島副都心開発調査特別委員会に報告【区】 

１２月 都市計画原案の縦覧【都・区】 

令和４年１月 都市計画原案の公聴会（公述の申出がなかったため中止）【都】 

４月 東京都から都市計画案の縦覧依頼 

東京都から都市計画案の意見照会（都市計画法第１８条第１項）【都→区】 

回答期限：８月２日 

       ６月 都市計画案の縦覧【都・区】 

豊島区都市計画審議会に都市計画案を諮問【区】 

豊島副都心開発調査特別委員会に報告（予定）【区】 

８月 東京都へ都市計画案の意見回答（予定）【区→都】 

９月 東京都都市計画審議会で付議（予定）【都】 

      １０月 都市計画変更決定の告示（予定）【都】 


